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紹介と批評

日
笠
完
治
編
著

　
　
『
現
代
ド
イ
ッ
公
法
学
人
名
辞
典
』

嗣
　
本
書
を
、
或
る
書
店
の
棚
で
全
く
偶
然
に
見
つ
け
、
購
入
し
た
．
評

者
は
．
い
わ
ゆ
る
公
法
学
を
研
究
す
る
者
で
は
な
く
、
刑
事
法
の
専
攻
者

で
あ
る
か
ら
、
本
書
で
紹
介
さ
れ
た
学
者
の
大
部
分
に
つ
い
て
知
識
は
な

い
が
．
そ
の
扱
う
テ
ー
マ
が
法
哲
学
や
法
理
論
で
あ
っ
た
り
、
法
思
想
史

で
あ
る
場
合
、
い
さ
さ
か
の
関
心
を
持
っ
て
い
る
の
で
、
参
考
に
な
る
と

考
え
て
購
入
し
た
。
そ
れ
と
併
せ
て
、
ド
イ
ツ
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
，
ス
イ

ス
の
刑
事
法
関
係
の
学
者
や
実
務
家
の
経
歴
や
業
績
を
調
べ
、
そ
れ
ら
の

人
々
の
著
作
を
理
解
す
る
た
め
の
補
助
資
料
に
す
る
と
い
う
仕
事
に
、
一

九
六
四
年
（
考
え
よ
う
に
よ
っ
て
は
、
一
九
五
八
年
）
か
ら
手
を
そ
め
て
い
る

の
で
、
公
法
学
の
分
野
で
同
じ
よ
う
な
仕
事
を
始
め
た
若
い
研
究
者
が
居

る
と
い
う
こ
と
に
注
目
し
た
。
さ
ら
に
つ
け
加
え
る
と
、
本
書
の
筆
者
の

略
歴
か
ら
、
慶
鷹
義
塾
の
同
窓
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
の
で
、
そ
の
点
で

も
興
味
を
覚
え
て
本
書
を
求
め
る
こ
と
に
し
た
。

二
　
本
書
は
、
実
質
六
〇
三
頁
の
大
著
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
は
じ
め
に
」

と
い
う
邦
文
の
は
し
が
き
（
二
頁
）
、
日
本
語
の
序
文
と
は
か
な
り
内
容
の

違
う
独
文
の
序
文
（
二
頁
）
、
目
次
（
六
頁
）
、
序
説
（
コ
貢
）
、
略
語
表

（
六
頁
）
に
続
い
て
、
本
文
と
し
て
、
著
者
別
の
経
歴
及
び
業
績
五
四
一
頁
、

資
料
と
し
て
、
ド
イ
ッ
国
法
学
協
会
会
員
一
覧
（
一
九
八
七
年
一
月
一
日
現
在

の
も
の
）
二
七
頁
か
ら
成
っ
て
い
る
。

　
公
法
学
研
究
の
た
め
の
基
礎
資
料
と
も
い
う
べ
き
本
書
を
ま
と
め
る
に

当
り
、
著
者
に
は
、
ど
の
よ
う
な
抱
負
が
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、
「
は

じ
め
に
」
の
な
か
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
著
者
に
よ
る
と
、
国
際

社
会
で
責
任
あ
る
地
位
を
占
め
る
日
本
は
、
今
や
、
国
際
化
の
重
要
性
へ

の
認
識
を
深
め
つ
つ
あ
る
が
、
多
く
の
学
問
分
野
で
も
．
他
国
の
学
者
と

人
的
学
問
的
「
交
流
」
を
通
じ
て
「
国
際
化
」
す
る
時
代
を
迎
え
て
い
る
。

憲
法
、
行
政
法
、
国
際
法
な
ど
の
公
法
学
・
国
法
学
に
お
い
て
、
「
各
国

と
の
単
な
る
比
較
か
ら
、
考
察
を
く
わ
え
る
こ
と
に
よ
り
、
理
論
な
い
し

学
間
の
国
際
化
が
進
行
し
つ
つ
あ
る
。
日
本
の
公
法
学
な
い
し
国
法
学
は
、

明
治
期
よ
リ
ド
イ
ッ
等
か
ら
多
く
の
も
の
を
学
ん
で
き
た
。
そ
し
て
、
戦

後
は
ア
メ
リ
カ
や
イ
ギ
リ
ス
か
ら
多
大
な
影
響
を
う
け
て
い
る
。
そ
れ
は

ま
た
、
多
く
の
目
本
の
学
者
が
、
世
界
の
学
者
と
交
流
を
続
け
て
ぎ
た
こ

と
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
、
現
代
の
公
法
学
者
な
い
し
国
法
学
者
も
こ
の

よ
う
な
国
際
交
流
な
い
し
国
際
化
の
道
を
着
実
に
歩
ん
で
い
る
」
と
。
著

者
は
、
こ
う
し
た
状
況
に
あ
る
日
本
の
公
法
学
・
国
法
学
の
研
究
者
の
学

問
的
交
流
に
資
す
る
た
め
の
資
料
と
し
て
、
西
欧
の
ド
イ
ッ
語
圏
で
活
躍

し
て
い
る
、
公
法
学
・
国
法
学
の
研
究
者
・
実
務
家
に
ア
ン
ケ
ー
ト
方
式

を
用
い
て
、
そ
の
略
歴
と
主
要
業
績
を
調
査
す
る
こ
と
を
思
い
立
っ
た
。

そ
れ
に
よ
り
得
ら
れ
た
デ
ー
タ
は
、
す
で
に
、
以
前
、
著
者
が
奉
職
し
て
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い
た
秋
田
経
済
法
科
大
学
の
機
関
誌
「
秋
田
法
学
」
に
．
一
九
八
七
・
八

八
年
に
、
四
回
分
載
し
・
公
表
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
仕
事
を
今
般
、

一
書
に
ま
と
め
た
の
で
あ
る
。
巻
末
の
「
ド
イ
ッ
国
法
学
協
会
会
員
名
簿
」

は
．
同
協
会
雑
誌
四
五
巻
く
霞
島
聲
当
。
言
β
o
q
聲
画
零
く
霞
Φ
菖
o
q
縄
お

α
零
U
o
暮
8
げ
8
望
器
冨
器
昌
邑
o
ぼ
9
山
o
砕
合
●
所
収
の
も
の
を
出

版
社
の
許
可
を
え
て
転
載
し
て
い
る
。

　
著
者
の
試
み
た
ア
ン
ケ
ー
ト
に
よ
る
ド
イ
ッ
語
圏
公
法
学
者
の
経
歴
と

業
績
の
調
査
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
意
図
で
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
方
法

で
こ
れ
を
実
施
し
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
序
説
に
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い

る
．
そ
れ
に
よ
る
と
、
ド
イ
ッ
国
法
学
協
会
の
全
会
員
に
対
し
て
、
一
九

八
○
年
六
月
七
目
に
ア
ン
ケ
ー
ト
を
発
送
し
、
一
九
七
九
年
の
学
会
名
簿

に
あ
っ
た
二
八
九
名
の
う
ち
、
一
五
一
名
（
五
二
・
三
％
）
か
ら
回
答
が
寄

せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
ア
ソ
ケ
ー
ト
の
内
容
で
あ
る
が
、
①
経
歴
　
氏
名
・
生
年
月
日
、

住
所
、
大
学
及
び
卒
業
年
（
国
家
試
験
に
合
格
し
た
年
）
、
他
大
学
で
の
研
究
・

教
育
活
動
、
現
在
の
地
位
、
担
当
講
義
、
所
属
学
会
、
専
門
及
び
研
究
計

画
、
国
家
機
関
へ
の
関
与
貢
献
、
留
学
経
験
、
指
導
教
授
（
∪
。
辟
。
窒
響
包

及
び
研
究
協
力
者
、
目
本
の
学
界
に
関
す
る
意
見
、
②
業
績
　
博
士
号
請

求
論
文
（
g
馨
昌
蝕
g
馨
ぼ
§
）
、
教
授
資
格
請
求
論
文
（
国
豊
騨
昌
。
串

零
穿
§
）
．
そ
の
他
の
業
績
（
詳
細
に
）
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
．
と
い
う
．

資
料
の
公
表
に
際
し
て
、
原
則
と
し
て
ア
ソ
ケ
ー
ト
に
対
す
る
回
答
す

ぺ
て
を
掲
載
し
た
た
め
、
個
人
の
業
績
に
つ
い
て
は
、
か
な
り
ば
ら
つ
き

が
あ
る
。
著
者
は
、
回
答
者
に
対
す
る
礼
儀
と
い
う
観
点
か
ら
、
あ
り
の

ま
ま
を
掲
記
し
、
な
か
に
は
．
ア
ン
ケ
！
ト
に
回
答
で
き
な
い
と
い
う
手

紙
の
要
約
を
登
載
し
た
事
例
が
七
件
あ
る
（
＞
琶
ξ
巨
舞
田
爵
呂
轟
①
一
・

問
。
量
O
R
ぎ
ン
円
旨
警
ダ
由
薯
卑
寓
。
誌
貫
＜
。
哩
）
。
私
見
に
よ
れ
ば
．

会
員
に
同
一
の
ア
ン
ケ
ー
ト
を
一
回
送
り
、
等
し
い
機
会
を
与
え
た
の
だ

か
ら
、
そ
れ
に
対
す
る
礼
儀
と
し
て
同
じ
扱
い
に
す
べ
き
だ
と
考
え
て
、

回
答
の
ま
ま
資
料
化
し
た
こ
と
は
．
か
え
っ
て
結
果
的
に
失
礼
な
こ
と
に

な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
と
い
う
の
は
、
例
え
ば
、
登
載
頁
が

七
頁
以
上
の
人
は
二
七
名
も
あ
り
、
な
か
に
は
．
一
〇
頁
（
ル
ッ
ブ
）
、
一

一
頁
（
カ
リ
ネ
ク
、
オ
ー
バ
ー
マ
イ
ヤ
ー
）
、
一
三
頁
（
ハ
ー
ン
．
カ
イ
ザ
ー
）
．

一
五
頁
（
ツ
ァ
ッ
ヒ
ァ
ー
）
、
一
六
頁
（
へ
ー
ベ
ル
レ
）
、
そ
し
て
一
二
頁
（
ザ

ィ
デ
ル
・
ホ
：
エ
ン
ヴ
ェ
ル
デ
ル
ン
）
の
例
も
あ
る
。
詳
細
な
文
献
目
録
を
寄

せ
た
人
の
分
を
み
る
と
、
判
例
批
評
や
書
評
ま
で
が
網
羅
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
ご
く
簡
単
に
回
答
し
た
人
も
、
こ
う
い
う
形
で
発
表
さ
れ
る
と

知
っ
て
い
れ
ば
、
全
著
作
目
録
を
回
答
す
ぺ
き
だ
っ
た
と
残
念
に
思
う
者

は
少
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
私
の
経
験
で
は
、
多
く
の

教
授
の
秘
書
は
、
各
教
授
の
著
作
目
録
を
常
に
最
新
の
も
の
に
し
て
保
管

し
て
い
る
の
が
通
例
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
序
説
の
一
五
頁
以
下
に
、
研
究
者
が
所
属
す
る
学
会
名
が
六
頁
ほ
ど
列

挙
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
、
順
不
同
に
網
羅
さ
れ
て
い
る
た
め
、
利
用
者

に
と
っ
て
不
便
で
あ
る
。
せ
め
て
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
に
す
る
か
、
学
会

の
邦
訳
名
の
順
に
す
る
か
、
或
い
は
学
会
の
所
在
国
名
別
に
整
理
す
る
か

し
た
ら
、
ず
い
分
、
便
利
で
あ
っ
た
ろ
う
に
と
悔
し
ま
れ
る
。

　
序
説
の
二
一
頁
か
ら
二
五
頁
ま
で
に
、
国
法
学
者
を
国
別
に
整
理
し
、
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紹介と批評

回
答
の
あ
っ
た
人
に
＊
印
を
つ
け
て
あ
る
が
、
回
答
の
な
か
っ
た
人
の
な

か
に
、
日
本
、
殊
に
、
慶
慮
義
塾
と
関
係
の
深
い
学
者
が
少
な
か
ら
ず
含

ま
れ
て
い
る
の
は
、
誠
に
残
念
で
あ
る
．
こ
の
種
の
深
さ
と
広
が
り
の
あ

る
仕
事
を
少
し
で
も
完
全
な
も
の
に
近
づ
け
る
た
め
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
人

間
関
係
を
利
用
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
さ
に
、
著
者
が
「
は
じ
め
に
』
で

書
い
て
い
る
よ
う
に
、
「
人
的
・
学
問
的
な
交
流
」
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
、

此
の
種
の
基
本
的
な
仕
事
、
ビ
ブ
リ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ー
作
成
に
協
力
し
よ
う
、

と
い
う
気
持
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

三
　
勿
論
、
こ
の
本
か
ら
多
く
の
事
柄
を
学
ん
だ
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

私
も
、
著
者
と
同
様
．
（
西
）
ド
イ
ツ
．
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
ス
イ
ス
の
刑

事
法
と
法
哲
学
・
法
理
論
関
係
の
研
究
者
の
文
献
を
組
織
的
に
調
べ
、
カ

ー
ド
化
を
心
が
け
て
い
る
．
従
っ
て
、
刑
法
学
者
で
な
い
人
が
、
法
哲
学
、

法
理
論
の
論
著
を
発
表
し
て
い
る
の
に
気
づ
く
と
、
は
て
．
ど
う
い
う
学

者
か
な
と
気
に
な
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
で
あ
る
。
一
九
五
六
年
に
、
「
裁
判

官
と
不
道
徳
な
法
律
』
と
い
う
興
味
あ
る
本
を
書
い
た
ハ
ン
ス
・
ウ
ル
リ

ッ
ヒ
・
エ
フ
ァ
ー
ス
は
、
そ
の
後
、
ど
う
し
て
い
る
か
知
り
た
い
と
思
っ

て
い
た
が
、
本
書
（
九
七
頁
）
で
、
今
、
ザ
ル
ツ
ブ
ル
ク
大
学
で
憲
法
・
行

政
法
を
担
当
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
。
今
年
の
夏
、
国
際
法
哲
学
会
を

主
宰
す
る
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ソ
大
学
の
ラ
ル
フ
・
ド
ラ
イ
ヤ
！
と
は
、
ど
の

世
代
に
属
す
る
人
な
の
か
．
わ
ず
か
に
、
そ
の
学
位
論
文
「
事
物
の
本
性

の
概
念
に
つ
い
て
』
（
一
九
六
五
年
）
し
か
知
ら
な
か
っ
た
が
、
私
と
ほ
g

同
年
輩
で
あ
る
こ
と
を
教
わ
り
、
有
難
か
っ
た
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
ア
ダ

モ
ヴ
ィ
ッ
チ
に
つ
い
て
は
、
同
姓
同
名
の
人
が
二
人
い
る
。
し
か
も
、
専

攻
が
ほ
慧
同
じ
で
あ
る
。
一
八
九
〇
年
生
ま
れ
で
、
ウ
ィ
ー
ソ
大
学
教
授
、

憲
法
裁
判
所
長
官
で
あ
っ
た
人
と
一
九
三
二
年
に
グ
ラ
ー
ツ
で
生
れ
た
人

と
ど
う
い
う
関
係
が
あ
る
か
．
私
も
ま
だ
分
ら
な
い
で
い
る
（
本
書
三
八

頁
、
宮
澤
浩
一
・
法
学
研
究
四
一
巻
一
二
号
、
一
九
六
八
年
、
五
三
頁
、
同
・
五
二

巻
四
号
、
一
九
七
九
年
、
七
七
頁
参
照
）
。

　
西
ド
イ
ツ
で
、
被
害
者
補
債
制
度
の
導
入
を
め
ぐ
っ
て
論
争
が
あ
っ
た

際
に
、
関
連
す
る
文
献
を
渉
猟
し
た
折
、
ウ
ォ
ル
ガ
ン
グ
・
リ
ュ
フ
ナ
ー

の
著
作
を
読
み
、
ど
う
い
う
立
場
の
人
か
な
と
考
え
な
が
ら
、
そ
れ
以
上

調
べ
な
い
で
終
っ
た
。
本
書
（
三
七
四
頁
以
下
）
で
、
国
家
補
償
に
関
連
す

る
業
績
を
残
し
て
い
る
人
で
あ
る
こ
と
を
知
り
え
た
。

　
私
の
友
人
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
大
学
の
ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
・
カ
ウ
フ
マ
ン
の
六

〇
歳
と
六
五
歳
誕
生
日
の
記
念
コ
ロ
キ
ア
ム
の
席
上
、
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・

シ
ョ
ラ
ー
氏
と
会
い
、
ど
う
い
う
経
歴
の
人
か
興
味
が
あ
っ
た
が
、
本
書

四
三
六
頁
以
下
で
、
詳
細
な
著
作
を
も
知
る
こ
と
が
で
き
た
。

　
公
法
学
者
は
、
刑
事
法
の
分
野
に
関
し
て
、
受
刑
老
の
法
的
地
位
、
被

害
者
の
権
利
、
公
害
犯
罪
の
規
制
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
と
被
疑
者
の
防
禦
権

な
ど
、
今
後
、
ま
す
ま
す
発
言
す
る
機
会
が
多
く
な
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、

公
法
学
者
の
発
言
の
背
景
を
知
る
う
え
で
、
本
書
か
ら
今
後
、
貴
重
な
情

報
を
う
る
こ
と
が
期
待
で
き
、
そ
の
点
で
、
編
者
の
努
力
を
多
と
し
た
い
．

四
　
最
後
に
、
同
じ
ょ
う
な
方
法
で
，
学
説
の
背
景
事
情
、
殊
に
、
個
々

の
学
者
の
学
説
が
、
ど
う
い
う
学
問
的
背
景
で
出
て
き
た
か
、
そ
の
人
の

研
究
環
境
、
指
導
教
授
、
そ
の
学
問
形
成
の
時
期
を
同
じ
く
す
る
と
き
に

影
響
し
合
っ
た
学
問
仲
間
、
時
代
思
潮
、
学
説
の
動
き
と
の
か
か
わ
り
を
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具
体
的
に
究
明
し
よ
う
と
努
力
し
て
き
た
者
と
し
て
．
著
者
に
．
二
．
三

問
題
提
起
を
し
た
い
。
そ
れ
は
、
ア
ン
ケ
ー
ト
と
い
う
方
法
は
、
は
た
し

て
最
良
の
調
査
法
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
私
が
最
初
に
、
此
の
種
の
仕
事
を
し
た
の
は
、
法
学
部
の
助
手
の
頃
に

ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ヒ
大
学
に
留
学
し
た
折
、
研
究
室
の
資
料
の
な
か
か
ら
、

当
時
の
全
総
合
大
学
の
法
学
部
講
義
要
綱
を
取
り
出
し
て
チ
ェ
ッ
ク
し
た

こ
と
に
始
ま
る
（
法
学
研
窒
三
巻
八
号
、
叫
九
五
八
年
）
。
一
九
六
四
年
夏
学

期
に
、
ザ
ー
ル
大
学
に
客
員
教
授
と
し
て
半
年
滞
在
し
た
折
、
法
学
部
研

究
室
の
図
書
室
に
こ
も
っ
て
、
ま
ず
、
そ
の
当
時
の
す
べ
て
の
大
学
の
刑

事
法
の
ス
タ
ッ
フ
を
調
べ
、
そ
れ
を
タ
イ
プ
用
紙
に
一
枚
ず
つ
タ
イ
プ
し
、

氏
名
を
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
に
並
べ
か
え
て
、
次
に
、
法
律
学
関
係
の
単

行
本
を
調
べ
あ
げ
て
記
入
し
た
後
、
雑
誌
す
べ
て
を
一
冊
ず
つ
取
り
出
し
、

リ
ス
ト
に
あ
る
学
者
の
論
文
を
見
つ
け
て
は
、
手
で
書
ぎ
加
え
て
い
っ
た
。

勿
論
、
時
間
を
決
め
て
、
毎
日
．
コ
ソ
ス
タ
ソ
ト
に
消
化
し
て
い
っ
た
。

今
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
大
学
の
教
授
に
な
っ
て
い
る
ウ
ィ
ー
ソ
フ
リ
ー

ト
・
ハ
ッ
セ
マ
ー
は
、
そ
の
当
時
、
ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
・
カ
ウ
フ
マ
ン
の
助

手
を
し
て
い
た
が
、
初
め
の
う
ち
は
、
何
て
こ
と
を
や
っ
て
い
る
の
か
と

妙
な
顔
を
し
て
い
た
が
、
三
ヶ
月
も
た
ち
、
ピ
ヅ
シ
リ
と
書
き
込
ん
だ
タ

イ
プ
用
紙
が
二
〇
〇
枚
近
く
な
っ
た
の
を
見
て
、
こ
れ
は
恐
る
べ
き
仕
事

に
な
る
と
思
っ
た
ら
し
く
、
カ
ウ
フ
マ
ン
に
話
を
し
た
よ
う
で
あ
る
。
こ

の
仕
事
は
、
一
九
六
五
年
（
法
学
研
究
三
八
巻
、
三
号
）
、
六
七
年
（
同
四
〇
巻

三
号
）
、
一
九
七
二
年
（
同
四
五
巻
九
、
一
〇
号
）
、
一
九
七
四
年
（
同
四
七
巻

三
号
）
、
さ
ら
に
刑
法
雑
誌
一
七
巻
一
・
二
号
、
三
・
四
号
（
一
九
七
〇
・
七

一
年
）
に
発
表
し
、
次
第
に
充
実
し
、
や
が
て
．
「
西
ド
イ
ッ
刑
法
学
（
学

者
編
）
」
（
一
九
七
八
年
）
と
し
て
一
書
に
ま
と
ま
っ
た
の
で
あ
っ
た
．
そ
の

後
、
追
録
を
四
回
出
し
た
が
、
一
九
八
五
年
以
降
、
中
断
し
て
今
日
に
至

っ
て
い
る
。

　
私
の
こ
れ
ま
で
の
経
験
の
う
ち
で
、
二
人
の
学
者
か
ら
協
力
を
得
ら
れ

ず
、
今
で
も
残
念
に
思
っ
て
い
る
。
一
人
は
、
キ
ー
ル
大
学
の
S
教
授
で
．

知
人
を
介
し
て
依
頼
を
し
て
も
み
た
が
、
出
身
地
と
生
年
月
日
が
今
も
っ

て
不
明
で
あ
る
。
他
は
、
ブ
レ
ー
メ
ソ
大
学
の
犯
罪
学
者
P
教
授
で
あ
り
、

そ
の
著
作
す
ぺ
て
を
調
ぺ
、
確
認
を
求
め
た
と
こ
ろ
、
登
載
し
な
い
で
欲

し
い
と
い
う
返
事
が
あ
っ
た
。
こ
の
二
人
以
外
は
、
す
べ
て
訂
正
、
補
充

し
た
返
書
や
全
著
作
リ
ス
ト
が
送
ら
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
何
故
か
と
い
う

と
、
私
自
身
で
調
べ
う
る
こ
と
は
細
大
漏
ら
さ
ず
リ
ス
ト
・
ア
ッ
プ
し
、

そ
れ
の
確
認
を
求
め
る
と
い
う
形
で
協
力
依
頼
を
し
た
か
ら
、
そ
れ
に
応

え
て
く
れ
た
の
で
あ
る
と
今
で
も
信
じ
て
い
る
．
勿
論
、
そ
の
た
め
に
は
、

ド
イ
ッ
語
圏
刑
法
学
者
会
議
に
で
き
る
だ
け
出
席
し
、
知
己
を
造
る
努
力

を
続
け
た
か
ら
で
も
あ
る
。
又
、
求
め
ら
れ
れ
ば
、
で
き
る
だ
け
論
文
を

欧
文
で
書
き
、
発
表
し
、
知
人
に
そ
の
抜
刷
や
コ
ピ
ー
を
送
る
と
い
う
仕

事
を
も
併
せ
て
行
な
っ
て
き
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
著
者
が
、
い
み

じ
く
も
書
い
て
い
る
よ
う
に
、
「
目
本
は
国
際
社
会
の
中
に
お
い
て
責
任

あ
る
立
場
に
立
っ
て
い
る
」
の
で
あ
る
。
欧
米
の
専
門
家
は
、
日
本
社
会

の
こ
と
、
そ
の
法
制
度
の
仕
組
み
、
そ
の
実
際
の
運
用
、
そ
し
て
法
律
学

説
の
内
容
に
つ
い
て
「
知
ろ
う
」
と
欲
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
、
日
本
の

研
究
老
は
、
も
っ
ぽ
ら
外
国
学
説
の
輸
入
（
紹
介
）
を
こ
と
と
し
て
い
た
。
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貿
易
に
喩
え
れ
ば
．
超
輸
入
超
過
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
状
況
は
．
次
第
に

変
わ
り
つ
つ
あ
る
。
一
九
七
四
年
公
刊
の
村
上
淳
一
氏
の
著
書
，
一
九
七

九
年
刊
の
オ
イ
ペ
ル
氏
の
編
著
に
続
い
て
、
本
年
、
五
十
嵐
清
氏
の
日
本

法
入
門
の
独
語
版
が
出
る
。
民
法
の
分
野
で
は
、
一
九
七
〇
年
刊
行
の
北

川
善
太
郎
氏
の
著
作
が
長
い
間
、
唯
一
の
本
と
さ
れ
て
い
た
が
、
一
九
九

〇
年
に
は
、
コ
ー
イ
ン
グ
他
編
の
「
西
欧
法
の
目
本
化
」
が
公
刊
さ
れ
、

刑
法
と
犯
罪
学
の
分
野
で
は
、
一
九
八
九
年
に
、
ヒ
ル
シ
ュ
・
ワ
イ
ゲ
ソ

ト
共
編
の
『
日
独
の
刑
法
と
刑
事
政
策
」
が
出
た
。
そ
し
て
、
本
年
、
井

田
良
君
の
『
犯
罪
論
体
系
を
め
ぐ
る
日
本
の
論
議
に
つ
い
て
』
が
公
刊
さ

れ
、
ト
ゥ
リ
ェ
ー
大
学
の
キ
ュ
ー
ネ
氏
と
私
の
共
著
に
か
か
る
「
日
本
の

犯
罪
と
刑
事
政
策
』
（
第
二
版
）
が
間
も
な
く
公
刊
さ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
真
の
意
味
で
の
学
問
の
国
際
交
流
は
，
大
き
な
流
れ
と

な
っ
て
相
互
的
な
知
的
刺
激
の
源
泉
を
形
成
し
て
い
る
。

　
著
者
は
、
本
書
に
よ
っ
て
、
ド
イ
ッ
語
圏
公
法
学
の
分
野
に
．
一
つ
の

バ
イ
プ
・
ラ
イ
ン
を
建
設
し
た
。
こ
れ
は
．
彼
ら
に
と
っ
て
も
、
役
に
立

つ
基
礎
資
料
な
の
で
あ
る
。
今
後
は
、
本
書
を
充
実
す
る
こ
と
と
併
せ
て
、

日
本
の
公
法
学
を
彼
ら
に
伝
え
る
使
徒
と
な
る
こ
と
を
希
望
し
て
筆
を
摺

く
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
信
山
社
、
六
〇
五
頁
、
平
成
三
年
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三
万
八
○
O
O
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